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（仮称）障がいのある人もない人も共に生きる新潟市づくり条例（案）について 

１．検討経緯 

回数 日 程 内   容 

－  Ｈ25.4.17 
(仮称)障がいのある人もない人も一人ひとりが大切にされ

いかされる新潟市づくり条例検討会を設置  

－  Ｈ25.4.21～6.20 
障がいを理由とした生きづらさ・差別事例の募集（91 通・

167 事例）  

第 1 回 Ｈ25.6.20 
座長及び副座長の選出、提言書・意見書について、差別解

消法について  

第 2 回 Ｈ25.7.18 差別事例の分析（福祉分野）  

第 3 回 Ｈ25.8.22 今後の進め方・スケジュールについて  

第 4 回 Ｈ25.9.19 各障がい種別の特性について  

第 5 回～第 6回 Ｈ25.10～11 差別事例の分析 グループ討議（全 2回）  

第 7 回～第 8回 Ｈ25.12～Ｈ26.1 差別事例の分析 グループ発表・討議（全 2回）  

第 9 回～第 10 回 Ｈ26.3～4 中間とりまとめ（案）について（全 2回） 

－ Ｈ26.6～7 各区・団体向け意見交換会（全 9回） 

第11回～第16回 Ｈ26.9～Ｈ27.2 条例（たたき案）について（全 6回） 

第 17 回 Ｈ27.4.16 最終とりまとめ（案）について 

－ Ｈ27.5.8 最終とりまとめ 市長提出 

－ Ｈ27.5.21～6.19 パブリックコメント 

２．今後のスケジュール 

回数 日 程 内   容 

－ Ｈ27.9 月議会 議会審査 

－ Ｈ27.10 上旬 条例公布 

－ 約 6ヶ月 周知・準備 

－ Ｈ28.4.1 条例施行 
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